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質問1
そもそも福祉って
何？



「ふくし 【福祉】」とは何でしょう

• 「ふ」だんの

• 「く」らしを

• 「し」あわせに



質問２
障害福祉のサービスって
どういう目的があるのです
か



障害とは？～障害者権利条約の考え方～

• 「従来の障害のとらえ方は、障害は病気や外傷等から生じる個人の問題であ
り、医療を必要とするものであるという、いわゆる「医学モデル」の考え方を
反映したものでした。一方、障害者権利条約では、障害は主に社会によって作
られた障害者の社会への統合の問題であるという、いわゆる「社会モデル」の
考え方が随所に反映されています。これは、例えば、足に障害をもつ人が建物
を利用しづらい場合、足に障害があることが原因ではなく、段差がある、エレ
ベーターがない、といった建物の状況に原因（社会的障壁）があるという考え
方です。」

• 外務省作成『障害者権利条約パンフレットより』



権利条約の
主な条項

• 障害者権利条約は、こ
れまで障害のある人たち
を“保護の対象”としてい
た考えを大きく転換し、
“権利の主体”として考え
ています。

• 「障害者の権利」とは、
障害のある人だけを特別
に優遇する意味での「権
利」でなく、人として当
たり前に生活する権利の
ことを指します。

条項の名称 条文のポイント

第４条 一般的義務 条約における権利を実現するための立法措置
や、公的機関が条約に従って行動することな
どを規定

第５条 平等及び無差別 法律上の平等性や差別の禁止の規定

第８条 意識の向上 障害者に対する誤った認識や無理解の解消を
規定

第１９条 自立した生活及び
地域社会へ包容

どこで誰と生活するかを選択する機会や、地
域生活に必要な住宅サービスの利用機会の保
障などを規定

第２０条 個人の移動 必要な時に、自ら選択する方法で、負担しや
すい費用で移動出来ることなどを規定

第２４条 教育 障害者が住む地域で、合理的配慮が提供され、
質の高い初等・中等教育が受けられることな
どを規定

第２８条 相当な生活水準 清潔な水の利用や貧困から脱却、公営住宅の
利用などを規定



障害者基本法第3条

• （地域社会における共生等）

• 第三条 第一条に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本
的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障され
る権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として図られなければならない。

• 一 全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動
に参加する機会が確保されること。

• 二 全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、
地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。

• 三 全て障害者は、可能な限り、言語（手話を含む。）その他の意思疎通のための手段につ
いての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択
の機会の拡大が図られること。



障害者総合支援法の目指すもの（目的規定）

• 個人としての尊厳にふさわしい日常生活や社会生活を営むこと
を支援する

• 障害者や障害児の福祉の増進とともに、障害の有無にかかわら
ず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのでき
る「地域社会づくり」を進める

8

（目的）

第一条 この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法、知的障害者福祉

法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、児童福祉法その他障害者及び障害児の福祉に関

する法律と相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日

常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援

事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の

有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に

寄与することを目的とする。

障害者総合支援法
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（基本理念）

第一条の二 障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障

害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるも

のであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、

相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児

が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けら

れることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の

機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者

及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制

度、慣行、観念その他の一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わ

れなければならない。



今後の障害児支援の在り方について
～「発達支援」が必要な子どもの支援はどうあるべきか～

○ 地域社会への参加・包容（ｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝ）の推進と合理的配慮

○ 障害児の地域社会への参加・包容を子育て支援において推進するため
の後方支援としての専門的役割の発揮

平成26年７月16日
障害児支援の在り方に関する検討会

○ ライフステージに応じた切れ目の無い支援（縦の連携）

○ 保健、医療、福祉、保育、教育、就労支援等とも連携した地域支援体制
の確立（横の連携）

障害児本人の最善の利益の保障 家族支援の重視

地域における 「縦横連携」の推進

基本理念

児童相談所等との
連携

支援に関する
情報の共有化

相談支援の推進
支援者の専門性

の向上等

（報告書のポイント）



質問３
障害福祉のサービスって
いくつの種類があるのでか？









質問４
障害福祉のサービスを使う
時はどういう流れになりま
すか？



18歳以降の福祉サービス利用の流れ

利用の相談

（障害福祉

課・相談支

援事業所）

認定調査と

区分決定

（18歳以

降）

計画の作成

（セルププ

ラン・相談

員作成）

支給決定 事業所探し

サービス提

供事業所と

契約

利用開始

モニタリン

グ

（計画相談

の場合）



受給者証の発行



質問５
18歳の時にする認定
調査って何ですか？



1８歳以上で介護給付のサービスを使う
とき支援区分が必要です。



厚生労働省 障害支援区分に係る研修資料
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障害支援区分の認定調査項目（80項目）

１．移動や動作等に関連する項目（12項目）

１－１ 寝返り １－２ 起き上がり １－３ 座位保持 １－４ 移乗

１－５ 立ち上がり １－６ 両足での立位保持 １－７ 片足での立位保持 １－８ 歩行

１－９ 移動 １－10 衣服の着脱 １－11 じょくそう １－12 えん下

２．身の回りの世話や日常生活等に関連する項目（16項目）

２－１ 食事 ２－２ 口腔清潔 ２－３ 入浴 ２－４ 排尿

２－５ 排便 ２－６ 健康・栄養管理 ２－７ 薬の管理 ２－８ 金銭の管理

２－９ 電話等の利用 ２－10 日常の意思決定 ２－11 危険の認識 ２－12 調理

２－13 掃除 ２－14 洗濯 ２－15 買い物 ２－16 交通手段の利用

３．意思疎通等に関連する項目（６項目）

３－１ 視力 ３－２ 聴力 ３－３ コミュニケーション ３－４ 説明の理解

３－５ 読み書き ３－６ 感覚過敏・感覚鈍麻 － －

４．行動障害に関連する項目（34項目）

４－１ 被害的・拒否的 ４－２ 作話 ４－３ 感情が不安定 ４－４ 昼夜逆転 ４－５ 暴言暴行

４－６ 同じ話をする ４－７ 大声・奇声を出す ４－８ 支援の拒否 ４－９ 徘徊 ４－10 落ち着きがない

４－11 外出して戻れない ４－12 １人で出たがる ４－13 収集癖 ４－14 物や衣類を壊す ４－15 不潔行為

４－16 異食行動 ４－17 ひどい物忘れ ４－18 こだわり ４－19 多動・行動停止 ４－20 不安定な行動

４－21 自らを傷つける行為 ４－22 他人を傷つける行為 ４－23 不適切な行為 ４－24 突発的な行動 ４－25 過食・反すう等

４－26 そう鬱状態 ４－27 反復的行動 ４－28 対人面の不安緊張 ４－29 意欲が乏しい ４－30 話がまとまらない

４－31 集中力が続かない ４－32 自己の過大評価 ４－33 集団への不適応 ４－34 多飲水・過飲水 －

５．特別な医療に関連する項目（12項目）

５－１ 点滴の管理 ５－２ 中心静脈栄養 ５－３ 透析 ５－４ ストーマの処置

５－５ 酸素療法 ５－６ レスピレーター ５－７ 気管切開の処置 ５－８ 疼痛の看護

５－９ 経管栄養 ５－10 モニター測定 ５－11 じょくそうの処置 ５－12 カテーテル 22

厚生労働省資料
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質問６
福祉サービスを利用するた
めの計画って何ですか？



ḭ ︡ ḭ וֹ צּ ︣ ṇ
ḭֿכ ︡ Ḯלּ

＊ 上記の計画案に代えて、指定特定相談支援事業者以外の者が作成する計画案（セルフプラン）を提出可。

＊ サービス等利用計画作成対象者を拡大する。

ṇ ḭ ṇ ︡ṕ Ṗ ךּ ḭ
︣ Ḯ

ךּ ḭ ḭקּ צּ ︣ ḭצּ ṇ
ṕ ṇ Ṗ ︣ Ḯ

＊ 障害児の居宅介護等の居宅サービスについては、障害者自立支援法に基づき、「指定特定相談支援事業者」がサービス等利用計画を

作成。（障害児に係る計画は、同一事業者が一体的（通所・居宅）に作成）

ךּ

ḱ

計
画
案
の
作
成

サ
ー
ビ
ス
等
利
用

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画

支
給
決
定
時
の

支給決定時から
ケアマネジメン
トを実施

一定期間ごとの
モニタリング

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画

支
給
決
定
後
の

サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議

サービス等利用計画については、平成27 年度からは市町村が支給決定を行うに際し、全ての利用者を対象とする。



相談支援専門員に計画を作成してもら
う場合

• 指定特定相談支援事業所を利用す
ると、契約を結んだ後に、相談支
援専門員がサービス等利用計画を
作成します。

• サービス等利用計画を作成すると
相談支援専門員が定期的に本人、
ご家族と自宅で面談して聞き取り
を行い、事業所にも様子の確認を
行います。（モニタリングといい
ます。）

• 障害福祉サービスの利用に関して
は、定期的に更新の手続きが必要
となります。更新の際には相談支
援専門員がモニタリングの報告書
と計画を作成して、申請書と併せ
て行政に提出をします。





本人や家族で計画を作成する場合

・相談支援事業所の代わりに本人や
家族や支援者等が計画を作成するこ
とをセルフプランと言います。

・セルフプランを立てたいけど、ど
うやって立てればいいのかわからな
いといった場合、行政の担当窓口へ
相談してください。



セルフプラン（参考）



個別支援計画

• サービス管理責任者や児童
発達支援管理責任者が、
サービス等利用計画におけ
る総合的な援助方針等を踏
まえ、当該事業所が取り組
むべきことや、職員が支援
すべき内容をまとめ、計画
的に支援を行うために作成
します。

• 利用者のニーズを充足させ
るために、達成すべき目標
や支援内容を具体的に記し
ます。



居宅介護等計画

• ヘルプを利用する時はサー
ビス提供責任者が、サービ
ス等利用計画における総合
的な援助方針等を踏まえ、
当該事業所が取り組むべき
ことや、職員が支援すべき
内容をまとめ、計画的に支
援を行うために作成します。

• 利用者のニーズを充足させ
るために、達成すべき目標
や支援内容を具体的に記し
ます。





質問7
卒業後の福祉サービスの
利用料ってどうなるの？



現行の利用者負担について

区分 世帯の収入状況

生活保護 ０円

低所得 ( 1) ０円

一般１ 市町村民税課税世帯（所得割１６万円(注2)未
満）
※入所施設利用者（２０歳以上）、グループ
ホーム・ケアホーム利用者を除きます(注3)。

９，３００円

一般２
上記以外

３７，２００
円
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＜障害者の場合＞

＜障害児の場合＞

区分 世帯の収入状況

生活保護 ０円

低所得 ０円

一般１

( )

通所施設、ホームヘルプ
利用の場合

４，６００円

入所施設利用の場合 ９，３００円

一般２ 上記以外
３７，２００

円

種別 世帯の範囲

１８歳以上
の障害者
(施設に入所
する１８、
１９歳を除
く)

障害のある方と
その配偶者

障害児
(施設に入所
する１８，
１９歳を含
む)

保護者の属する
住民基本台帳で
の世帯

（注）収入が概ね８９０万円以下の世帯が対象となります。

＜世帯の範囲＞

種別 世帯の範囲

１８歳以上
の障害者
(施設に入所
する１８、
１９歳を除
く)

障害のある方と
その配偶者

障害児
(施設に入所
する１８，
１９歳を含
む)

保護者の属する
住民基本台帳で
の世帯

＜世帯の範囲＞



利用者負担に関する配慮措置
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質問8
福祉的就労とは
何ですか？



事業名 内 容 ・ 位置づけ

訓
練
等
給
付

就労移行支援

就労を希望する６５歳未満の障害者で、通常の事業所に雇用されることが可能と
見込まれる者に対して、①生産活動、職場体験等の活動の機会の提供その他の就
労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、②求職活動に関する支援、
③その適性に応じた職場の開拓、④就職後における職場への定着のために必要な
相談等の支援を行う。（利用期間：２年）

就労継続支援Ａ型
通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である者
に対して、雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供そ
の他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の支援を行う。

就労継続支援Ｂ型
通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である者
に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識
及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う。

自立訓練

自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の
必要な支援を実施。事業所に通う以外に、居宅を訪問し、日常生活動作能力の維持及
び向上を目的とした訓練等も実施します。
・標準利用期間は生活訓練は2年です。ただし、延長して最大3年利用できます。

○さまざまな働き方と｢働く」ための支援

○福祉サービスのもとでの就労支援

一般雇用

一般求人枠(障がいの開示／非開示）
障がい者求人枠 一般企業 or 特例子会社

請負 在宅就労



各支援機関の連携による就労支援のイメージ
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サービス等利用計画の作成
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3838サービス管理責任者研修テキスト分野別講義
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質問9
卒業後に福祉的就労で働い
たときにいくらもらえます
か？





質問10
就労アセスメント
とは何ですか？
就労選択支援事業に関して



就労アセスメント

Ʀ ᾦҥ ˗ ὡ ᾦ ɵ ȹɱȽɶ ǓƲ
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Ʀ ʣ ǵȏǍǱȠȹȷɟɱɆșƼᾦҥȠȹȷɟɱɆƽǯᴀǺȅǠƳ
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質問11
生活介護って
何をしているの？



生活介護事業所の利用に関して

・介護や常時の見守りなど、一定の支援が必要な障害者に日中活動を提供する施設です。

・生活介護は障害支援区分3以上（５０歳以上の場合は 障害支援区分２以上）の方が対象
となります。

・サービス内容は、食事や入浴、排泄などの介護や日常生活の支援、軽作業などの生産活
動や創作的活動などを行います。また、外出や行事等もあります。

・開所日は基本平日で土曜日も月数回開所しているところもあります。お盆休みや年末年
始の休みはありますが、学校に比較すると休みは多くないです。

・食事は給食の提供のところとお弁当を購入して二次調理をするところとあります。

・生活介護は送迎支援を行っています。個別送迎とバス送迎とあります。生活介護の通所
時間は９時代から１６時代のところが多く、１０時までに自宅迎え、１７時くらいまでに
自宅送りする事業所が多いです。

・利用料は非課税世帯の場合は０円となりますが、食費等の実費がかかります。

・本人のニーズに応じて複数の事業所を利用することも可能です。
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生活介護事業所のタイプ
①中重度の知的障害の方がメインで、作業活動もしながら療育活
動も展開しており、就労継続支援B型と多機能運営している事業
所

②中重度の知的障害の方がメインで、作業活動と療育活動を展開
している生活介護単独の事業所

③重度の知的障害や行動障害の方を中心に受け入れている生活介
護の事業所

④重度重介護で重症心身障害の状態像の方を中心に受け入れてい
る生活介護の事業所

⑤重介護の方を中心に受け入れている生活介護の事業所



質問12
行動障害と行動点数
とは何ですか？



行動障害とは

• 行動障害とは、もともとの障害ではなく、その人の状態のことを指すとい
うことです。状態ですので、良くなったり悪くなったりしますし、強度行
動障害が現れたり消失することもあります。

• 強度行動障害とは、自分の体を叩いたり食べられないものを口に入れる、
危険につながる飛び出しなど本人の健康を損ねる行動、他人を叩いたり物
を壊す、大泣きが何時間も続くなど周囲の人のくらしに影響を及ぼす行動
が、著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が必要になって
いる状態のことを言います。

• 行動障害とは、もともとの障害ではなく、その人の状態のことを指すとい
うことです。状態ですので、良くなったり悪くなったりしますし、強度行
動障害が現れたり消失することもあります。

• 障害福祉サービスを受ける際に行う障害支援区分の調査に併せて把握する
「行動関連項目」を用いて判定し、一定の点数以上となる人（24点中10
点）に対して手厚い支援が提供されることになっています。





行動関連項目と制度

①行動援護

• 障害支援区分が区分３以上

• 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等（12項目）の合計点数が10
点以上（障害児にあってはこれに相当する支援の度合）である者

②重度障害者支援加算(生活介護・施設入所支援・短期入所・共同生活援助)

• 区分４以上または区分６の行動援護点数１０点以上の方が対象。

③強度行動障害児加算（放課後等デイサービス、児童発達支援）

④滋賀県強度行動障害者通所特別支援事業

• 障害支援区分が区分５または区分６の者のうち市町が定める区分に該当し、か
つ障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目の合計点数が１５点以上で
市町が定める点数以上であること。



質問1３
余暇の外出支援で利用で
きるサービスは何ですか



行動援護

• 自分一人で行動することに著しい困難があり、常時介護を要する方のうち以下の
いずれにも該当する方に対し、自傷、異食、徘徊などの危険等を回避するための
援護を受けることができる障害福祉サービスです。

• 強度行動障害支援者養成研修を受講したヘルパーが、知的障害や精神障害に加え
行動上著しい困難がある人をよく理解した上で、行動障害が発生する原因や適切
な対応を検討し、その人が行動するときの危険を回避するための援助や外出時の
移動の介護等を計画的に行います

• 利用者の１人のヘルパーによる介護が困難と認められる場合等であって、同時に
２人のヘルパーによってサービスを提供することもできます。



行動援護対象者

• 次の二項目に該当する方が利用で
きます。

• 障害支援区分が区分３以上

• 障害支援区分の認定調査項目のう
ち行動関連項目等（12項目）の合計
点数が10点以上（障害児にあっては
これに相当する支援の度合）ある者

• 利用者の１人のヘルパーによる介護
が困難と認められる場合等であって、
同時に２人のヘルパーによってサー
ビスを提供することもできます。



重度訪問介護

• 重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護を必要
とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの
介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般
にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。

• 重度訪問介護では日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等
の支援も含まれていて、入院中の病院等におけるコミュニケーション支援も可能
になっています。

• 利用者の１人のヘルパーによる介護が困難と認められる場合等であって、同時に
２人のヘルパーによってサービスを提供することもできます。



重度訪問介護対象者

【支援区分】区分4以上（病院等に入院又は入所している障害者への意思疎通支援
の場合は区分6、かつ入院又は入所前から重度訪問介護を利用していること）

【他の要件】

（身体障害者・難病等の患者の場合）

・二肢以上に麻痺があること

・障害支援区分認定調査において、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれ
もが「支援不要」以外と認定されていること

（知的障害者・精神障害者の場合）

・障害支援区分認定調査による行動関連項目（12項目）の合計が10点以上である
こと



移動支援

• 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移
動を支援します。基本的には個別支援を行いますが、同じ目的地やイベントに参
加する2～3名の利用者に対してグループで支援することもあります。車両を使っ
て移動支援を行う場合もあります。

• 移動支援は、「地域生活支援事業」という、市町村が実施主体となるサービスの
ひとつです。地域の特性や利用者の状況や要望に合わせて、市町村の判断で利用
ルールや料金などが決まります

• 移動支援は通年にわたる通学や通勤には原則利用することができません。

• 移動支援の移動手段は公共交通機関を利用することもあれば、ヘルパーが運転す
る車を利用することもあります。ヘルパーが運転する車を利用する場合は移動支
援と別に車の利用料金がかかることがあります。



移動支援のグループ支援

• 屋外でのグループワーク、同一目的地、同一イベントへの同時参加の際に、複数
名 の障害者（児） グループ に対して、その数を下回る 人数 のヘルパー により、
提供される支援をいいます。

• 行きたい場所が一致している利用者が複数いるという場合や、利用者同士の相性
が良く、一緒に外出することを望んでいる人がいるといった場合にグループ型支
援は有効と言えます。



質問1４
日中一時支援って
何ですか？





放課後等デイサービス 日中一時支援

対象者 原則6～18歳の就学児 児童から成人期まで

利用可能な期間や時間
帯

・授業の終了後（放課
後）
・休校日（長期休暇含
む）

・日中～夕方
・土日祝日

役割
・療育活動の提供
・保護者支援

・介護負担の軽減
・日中活動の支援

根拠法 児童福祉法 障害者総合支援法



質問15
入浴支援で利用できる
サービスって何ですか？



入浴支援のサービス

①自宅における入浴（居宅介護や訪問看護を利用）

• 自宅浴槽を利用して、障害者総合支援法における居宅介護（身体
介護・重度訪問介護）や医療保険による訪問看護を利用してヘル
パーが入浴介助を行う。利用者の状況に応じヘルパー１人または
２人、ヘルパー1人と訪問看護1人の体制で行います。

②自宅における入浴（訪問入浴＜簡易浴槽等の持ち込み＞を利用）

• 移動入浴車などにより浴槽を持ち込んで入浴介助を行います。

③施設の特殊浴槽を利用した入浴



訪問入浴

訪問入浴介護とは、訪問入浴車で自宅まで訪問し、持参し
た専用の浴槽を使って入浴介護をしてくれるサービスです。
一般的に看護スタッフ1名と介護スタッフ2名の計3名で行い
ます。
市町によって利用できる対象や利用回数や料金が違います。



施設入浴設備を利用した入浴支援

施設に備え付けてある特殊浴
槽を利用した入浴支援サービ
スを実施している市町もあり
ます。
利用できる対象や利用回数や
料金は市町によって違います。



質問16
グループホームと
入所施設の違いは何ですか？



グループホームと入所施設の違い
入所施設（施設入所支援） グループホーム

定員 最低定員30名 最低定員4名。4～7名程度が多い。最
近は20名程度の大規模なところもあり

支援区分 支援区分4以上 障害支援区分が非該当でも利用可能

費用 入所施設の食費・光熱水費の実費負担
については、55,500円を限度として施
設ごとに額が設定される。低所得者に
対しては手元に25,000円が残るように
補足給付がある。

家賃があり、費用は様々
行政の支給で家賃の補足給付がある

日中 施設の敷地内にある生活介護等を利用
することが多い。

地域の職場や通所施設を利用

外部サービス利用 外出支援の利用は条件がある。制度を
利用した訪問看護の利用は原則できな
い。

外出のために移動支援や通院等介助や
行動援護が利用できます。また、ホー
ム内で訪問看護が利用できます。

特徴 生活介護などの日中活動と併せて夜間
等におけるサービスを提供することで、
障害のある方の日常生活を一体的に支
援する。

主に夜間等の日常生活支援を実施し、
日中はどこかしらの事業所（生活介護
や就労等）に通所する。



療養介護に関して

＊対象者

・病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする方で
次に該当する方

(1) 筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸
管理を行っている方であって、障害支援区分が区分６

(2) 筋ジストロフィー患者または重症心身障害者であって、障害支援区分が区分
５以上

＊支援内容

・病院において医療的ケアを必要とする障害のある方のうち常に介護を必要とす
る方に対して、主に昼間において病院で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、
医学的管理の下における介護及び日常生活上のケアを行います。

＊県内の事業所

・びわこ学園医療福祉センター草津、びわこ学園医療福祉センター野洲、紫香楽
病院



質問１７
家族が急病等で本人の支援
ができないときはどんな支
援が利用できますか？



短期入所

＊利用目的

① 家族が用事や体調不良で自宅で介護を受けられない時。

② 家族の介護負担の軽減

③ 将来の自立に向けて、自宅以外の場所で泊まる練習をしたい時。

＊支援内容

・入浴、排せつ、食事、着替えなどの介助、見守りや、その他必要
な支援

・日中は短期入所施設内で過ごすこともあれば、普段通っている通
所施設が近ければ通うこともできます。



短期入所の対象者

①福祉型（障害者支援施設等において実施）

(1) 障害支援区分が区分1以上である方

(2) 障害児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が
定める区分における区分1以上に該当する児童

②医療型（病院、診療所、介護老人保健施設において実施）

• 遷延性意識障害児・者、筋萎縮性側索硬化症（ALS）等の運動
ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者及び重症心身障
害児・者等



短期入所

＊短期入所の利用にあたって

・短期入所は入所施設やグループホームや病院等の中で実施されて
いる場合と単独の短期入所施設とあります。

・短期入所施設は送迎を実施していないところがほとんどですので、
家族送迎または移動支援等を利用する必要があります。

・利用申し込み方法は各施設によって違うので確認してください。
希望を出すのが、前月では間に合わないこともあります。

・利用に当たって、食費やシーツ代等がかかります。食費に関して
は低所得者の場合は減免があります。



質問18
大津の障害者の相談体制
はどうなっているの
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大津市の障害福祉相談支援体制
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大津市の専門相談支援機関
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ĩ 511 - 9330

ɵ ǒȐ ˲ǵ ὡЃ ǵΉѩ
ɵἶ ȋᾦҥ ˗ ǒȐǵ ᾍꜘ
Ẏ ⁸ ὡ ȹɱȽɶǒȂȚ ̝ ˲ǞǓẌ ̝ǲỖ
ĩ 548 - 6149 Ήѩ 526 - 5477 ἶ ɵ˗

ɵʝ ᾦҥ ὡ ȇד ǲǒǒȖȒ
ǑǑǫϐǔɵ ȐǞꜘ ȹɱȽɶ ǶǪǨ
ĩ 522 - 5142 ǑǑǫƼ ὡ ǵ ǯҥϐƽӲ ̝ ǲ Ҟ

ɵ ὡ ǵ ♅ ǲ ǠȒ
Ẏ ⁸ ὡ ♅ ȹɱȽɶ ˲ǉǜǓǑǲỖ
ĩ 523 - 7188

ɵ ɵ ὡ ǵ ѫ Ʋ ₴♥ Ѱ↓Ǳǰǲ ǠȒ
Ẏ ⁸ ѫ ȳɛɶɆȹɱȽɶ ˲ǉǜǓǑǲỖ
ĩ 523 - 7558
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質問19
大津の障害福祉サービスで
足りないものは何ですか？
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重度障害者の住まいの場の整備の経過
1997ה ─ ₈☻♥♇ⱪ ●ꜟ₉ ⇔⅜ ⅜ ⁹

₈ ⌐╖╪⌂≢ ─ ╩≈ↄ╢ ₉─ ─

↓─ │ ─₈ ─ ₉ ╕≢ ↄ

2008ה ⱱכⱶ₈◔▪ⱱכⱶ ₉(┘╦↓ ) ⁹

2010ה ₈ ─ ◔▪ⱱכⱶ₉ ⅔⅔≈ 30 ⁹

2011ה ₈◔▪ⱱכⱶ ₉⅜ ⇔≡₈◔▪ⱱכⱶ≤╙╢₉ 10

≤⇔≡ ⁹

2018ה ₈ ⱱכⱶ₉(⅔⅔≈ 9 )

2019ה ₈╔─Ɫ►☻₉ ⁸ 7

2020ה ⱶ⌐∂™╤₉כⱪⱱכꜟ◓₈ ⱡ◄ꜟ ⁸ 5 ⁹

2023ה ⱶ└╕╦╡₉כⱪⱱכꜟ◓₈ ∆╕™╢ 14

2023ה ₈ꜝ◦◄ꜟ ꜝ◦◄ꜟ 20

2023ה ₈ ₉ 20

2024ה ₈Stars ₉ 20

2024ה ₈ - ₉ ⇔⅜

2025ה ₈⅝─↓♃◔ⱡ◖₉ ⅔⅔≈
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住まいの場の取りまとめについて

• 2010年に自立支援協議会内に設置された部会です。大津市内の施設入所支援及
びグループホームの利用を希望する人のニーズ把握と公平な入居調整を行うこと
を目的に設置

＊大津市内の施設やホームを利用するときの流れ

①大津市内のホームの利用を希望する場合は、一度相談支援事業所に相談してい
ただき、ホーム利用に関する希望の聞き取りをさせていただきます。

②聞き取った内容は大津市内の相談支援事業所等が定期的に集まり開催している
住まいの場のとりまとめ会にに上げます。とりまとめ会で希望者リストを作成し
て、大津市内の各ホームを運営している法人に提示して、ホームに空きが出た時
に受け入れの検討を行います。

• 令和6年9月１日現在で151人の希望者が台帳に登録。行動点数10点以上が74人、
重症心身障害及び医療的ケアの方が20人。



質問20
障害福祉サービスで働く人
が大切にしていること何？
意思決定支援



サービス提供事業所の責務
• 総合支援法第４２条

（指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者の責務）

• １ 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者（以下

「指定事業者等」という。）は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営む

ことができるよう、障害者等の意思決定の支援に配慮するとともに、市町村、公共

職業安定所その他の職業リハビリテーションを実施する機関、教育機関その他の

関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害福祉サービスを当該障害者等の意向、

適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害者等の立場に立って効果的に行うよう

に努めなければならない。

• ２ 指定事業者等は、その提供する障害福祉サービスの質の評価を行うことその他の

措置を講ずることにより、障害福祉サービスの質の向上に努めなければならない。

• ３ 指定事業者等は、障害者等の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基

づく命令を遵守し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。



意思決定支援

• 『自ら意思を決定することに困難を抱える障害者が、日常生活や社会生活に
関して自らの意思が反映された生活を送ることができるように、可能な限り
本人が自ら意志決定できるよう支援し、本人の意思の確認や意思及び選好を
推定し、支援を尽くしても本人の意思及び選好の推定が困難な場合には、最
後の手段として本人の最善の利益を検討のために事業者の職員が行う支援の
行為及び仕組み』。

• （障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」）



意思決定支援とは

• 決定を下支えする十分な体験や経験があり

• 決定に必要な情報の入手や理解や保持や比較や活用がなされ

• 決定した意思が表出、実行できるという流れが想定される

• ①すべての人に意思があることを前提として

• ②障害のある人は意思決定のプロセスに支援が必要な可能性が高いことを留意しつつ

• ③関わる人の成育歴と価値観が影響することを意識した上で

• ④あくまで基本は自己決定であることを踏まえて行われる支援





支援者の５つの役割
• 心にとどく支援

⇒肯定的であたたかい関心を寄せること。

• 見守る支援

⇒みずからが主体的にくりひろげる姿にあたたかく心を寄せながらも、指示を最
小限にとどめ一人ひとりの成功のようすをとらえる

• 提案する支援

⇒選択肢を提案し、自己選択力や自己決定力を育み、自己指導能力を高めること、
集団でも主体的に自発的に活躍できる

• 投げかける支援

⇒意図をもってことばかけをしたり、環境を構成したりして、活動に主体性と自
発性をもたせ、活動する必然性を引き出す。動機が高まる工夫が大切。

• 関係づける支援

⇒利用者の生活を豊かにしていくために、支援者が意図的に、仲間どうしの関係
や場の関係、遊びの関係等をつなぐ


